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議案第２５号 

 

日出町の公の施設を佐伯市の住民が利用することに関する協議に

ついて 

                                

 日出町の公の施設を佐伯市の住民が利用することについて、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２４４条の３第３項の規定により、議会の議決を求

める。 

 

   令和 ８ 年 ２ 月１８日 提 出 

 

日出町長  安  部  徹  也 

 

 

 

１ 公の施設の名称及び所在地 

  次の表のとおり 

名 称 所在地 

日出町中央公民館  日出町３８９１番地２  

日出町豊岡地区公民館  日出町大字豊岡５５８６番地１  

日出町日出地区公民館  日出町３８９１番地２  

日出町藤原地区公民館  日出町大字藤原４３８０番地１  

日出町川崎地区公民館  日出町大字川崎８６８番地２  

日出町大神地区公民館  日出町大字大神２９５８番地１  

日出町南端地区公民館  日出町大字南畑３７３１番地１  

日出町中央体育館  日出町３８９１番地２  

日出町川崎体育館  日出町大字川崎３７７７番地１  
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日出町柔剣道場  日出町３８９１番地２  

日出町弓道場  日出町３７３９番地１  

日出町エアライフル射撃場  日出町３６８３番地  

日出町保健福祉センター  日出町大字藤原２２７７番地１  

日出町立図書館  日出町３２４４番地１  

交流ひろばＨｉＣａＬｉ  日出町３２４４番地１  

黒岩公園  日出町６４０番地  

糸ケ浜海浜公園（運動場に限る。） 日出町大字大神６８４２番地  

川崎運動公園  日出町大字川崎３３２３番地２  

２ 利用方法 

  利用に係る公の施設に関する条例、規則等の定めるところによる。 

３ 経費の負担 

  公の施設の管理に要する経費は、日出町の負担とする。 

 

   理  由 

 日出町の公の施設の一部を、大分都市広域圏を形成している佐伯市の住民が

利用することについて、協議したいので提出する。 


